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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　重合体から製造された粒子を含有する、ポリ塩化ビニリデン単独重合体（ＰＶＤＣ）を
基剤とする被覆物であって、
　前記粒子の一部が被覆物から突出してスペーサーを形成し、かつ、その粒子の密度が０
．１～２．０ｇ／ｃｍ３であり、平均粒子径が１μｍ～１００μｍであり、最大粒子直径
が、前記被覆物の厚さ以上である、ことを特徴とする、被覆物。
【請求項２】
　前記粒子の密度が１．３０ｇ／ｃｍ３以下である、請求項１に記載の被覆物。
【請求項３】
　前記粒子が、ＨＤＰＥ、ＬＤＰＥ、ＬＬＤＰＥ、ポリプロピレン、ＰＶＣ、ＰＶＤＣ、
ポリアミド、ポリウレタン、ポリアクリレート、ポリスチレン、ポリアクリロニトリル、
アクリロニトリルブタジエンスチレン重合物（ＡＢＳ）、ポリテトラフルオロエチレン（
ＰＴＦＥ）、合成樹脂、硬質ワックス、ならびにそれらの混合物および共重合体を含んで
なる群から選択される、請求項１に記載の被覆物。
【請求項４】
　前記粒子が、ＨＤＰＥ、ＬＤＰＥ、ＬＬＤＰＥ、ポリプロピレン、ＰＶＣ、ＰＶＤＣ、
ポリアミド、ポリウレタン、ポリアクリレート、ポリスチレン、ポリアクリロニトリル、
アクリロニトリルブタジエンスチレン重合物（ＡＢＳ）、ポリテトラフルオロエチレン（
ＰＴＦＥ）、合成樹脂、硬質ワックス、ならびにそれらの混合物および共重合体の群の重
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合体の一種から製造された表面被覆を有する、請求項３に記載の被覆物。
【請求項５】
　前記粒子が、ＰＶＤＣ乾燥重量基準において０．１～１０重量％の乾燥部分を有する、
請求項４に記載の被覆物。
【請求項６】
　前記粒子が、ＰＶＤＣ乾燥重量基準において０．３～８重量％の乾燥部分を有する、請
求項５に記載の被覆物。
【請求項７】
　前記粒子が、ＰＶＤＣ乾燥重量基準において０．２～２重量％の乾燥部分を有する、請
求項６に記載の被覆物。
【請求項８】
　粉末形態にある前記粒子が前記ＰＶＤＣに加えられる、請求項１に記載の被覆物。
【請求項９】
　液体であり、陰イオン系ＰＶＤＣ分散液、および微粒化された粒子から製造された陰イ
オン系分散液の混合物からなる、請求項１に記載の被覆物。
【請求項１０】
　前記陰イオン系分散液が、微粒化された粒子、１または数種類の乳化剤、陰イオン系界
面活性剤、顔料分散剤および分散添加剤からなる、請求項９に記載の被覆物。
【請求項１１】
　前記粒子がＨＤＰＥからなる、請求項３に記載の被覆物。
【請求項１２】
　シート状に形成された材料用の、ポリ塩化ビニリデン単独重合体（ＰＶＤＣ）を基剤と
する被覆物の製造方法であって、ＰＶＤＣ分散液を準備し、前記ＰＶＤＣ分散液中に重合
体から製造された粒子を直接供給するか、または前記ＰＶＤＣ分散液の中に粒子分散液を
攪拌しながら供給し、前記ＰＶＤＣおよび粒子分散液からなる混合物を、シート状に形成
された材料の上に最上層として塗布して乾燥させ、粒子の密度に応じて、被覆物中で、粒
子を表面または表面以外に移行させることからなり、前記粒子の一部が被覆物から突出し
てスペーサーを形成し、かつ、その粒子の密度が０．１～２．０ｇ／ｃｍ３であり、平均
粒子径が１μｍ～１００μｍであり、最大粒子直径が、前記被覆物の厚さ以上である、こ
とを特徴とする、方法。
【請求項１３】
　１または数種類の乳化剤を含む、または含まない水中に、攪拌しながら粒子粉末を加え
ることにより、前記粒子分散液を調製する、請求項１２に記載の方法。
【請求項１４】
　前記粒子分散液が、顔料分散剤または他の分散促進性添加剤を有する、請求項１２に記
載の方法。
【請求項１５】
　ＰＶＤＣ５～８０重量％を含むＰＶＤＣ分散液と、粒子１０～９５重量％を含む粒子分
散液とを混合する、請求項１２に記載の方法。
【請求項１６】
　ＰＶＤＣ３０～７０重量％を含むＰＶＤＣ分散液と、粒子４０～７０重量％を含む粒子
分散液とを混合する、請求項１５に記載の方法。
【請求項１７】
　ＰＶＤＣ分散液８０～９９重量％と、粒子分散液１～２０重量％とを混合する、請求項
１５に記載の方法。
【請求項１８】
　前記粒子分散液が、ＰＶＤＣ－ＨＤＰＥの混合分散液であって、その分散液中に０．５
０～３．０重量％ＨＤＰＥの乾燥部分が含まれる、請求項１６に記載の方法。
【請求項１９】
　請求項１～１１のいずれか一項に記載の被覆物の、プラスチックフィルム、紙シート、
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および金属ホイルを被覆するための使用。
【請求項２０】
　請求項１～１１のいずれか一項に記載の被覆物の、ＰＶＣ－ＰＥ複合フィルムおよび１
層の金属ホイルから製造された多層複合材料を被覆するための使用。
【請求項２１】
　請求項１～１１のいずれか一項に記載の被覆物の、
　ＰＶＤＣフィルム、密着性促進剤、およびキャリヤーフィルムからなる多層複合材料、
　ＰＶＤＣフィルム、密着性促進剤、ポリエチレンフィルム、密着性促進剤、およびキャ
リヤーフィルムからなる多層複合材料、
　ＰＶＤＣフィルム、密着性促進剤、シクロオレフィン共重合体（ＣＯＣ）、密着性促進
剤、およびＰＶＣからなる多層複合材料、または
　ＰＶＤＣフィルム、密着性促進剤、ＰＥ、密着性促進剤、およびＰＶＣからなる多層複
合材料、
を被覆するための使用。
【請求項２２】
　請求項１～１１のいずれか一項に記載の被覆物の、（ＰＶＣ／ＰＥ／ＰＶＤＣ／ＰＶＤ
Ｃ＋ＨＤＰＥ／ＰＥ／ＰＶＣ）または（ＰＶＣ／ＰＶＤＣ／ＰＶＤＣ＋ＨＤＰＥ／ＰＥ）
からなる多層複合材料におけるＰＶＤＣフィルムを被覆するための使用。
【発明の詳細な説明】
【発明の分野】
【０００１】
　本発明は、ポリ塩化ビニリデンのシート状に形成された材料を基材とするフィルム、被
覆の製造方法およびその使用に関する。
【発明の背景】
【０００２】
　以下、「複合材料」または「複合フィルム」と呼ぶ多層複合材料は、食品および薬学的
製品の包装などに使用される。そのような複合材料の最上層にあるフィルムまたは層は、
塩化ビニリデン重合体または共重合体の分散液で被覆されることが多い。例えば、薬学的
製品の包装には、ＰＶＣフィルムまたはＰＶＣ－ＰＥ複合フィルムを塩化ビニリデン共重
合体分散液で被覆し、続いて熱成形工程でブリスターに加工し、次いで充填製品を満たし
、アルミホイルまたは薄い重合体カバーフィルムによって密封する。塩化ビニリデンモノ
マーは、通常、メタクリレート、アクリレート、塩化ビニルまたはアクリロニトリルとの
共重合体に重合される。塩化ビニリデン共重合体被覆の目的は、密封可能な被覆を形成す
ること、および／または蒸気、酸素および臭気に対するバリヤー層を形成することである
。
【０００３】
　塩化ビニリデン共重合体分散液を用いて形成されたプラスチックフィルムは、新しい状
態にある時、特にワックスまたは他の潤滑性添加剤を含まない時には、ブロッキング傾向
、すなわち平滑な表面に密着する（例えば身の回りにあるフィルムロールのラップのよう
に）傾向を示す一方で、金属、プラスチックおよび有機材料に対する非常に高い静止摩擦
および滑り摩擦係数を示すのが特徴である。滑り摩擦係数は、ＰＶＤＣ被覆の表面が、遅
かれ速かれ硬化して結晶化が進行するために、硬化した場合に低下することがある。しか
し、機械部品に密着する傾向、または充填製品で、特にゼラチンカプセルで満たした時に
滑り特性が乏しいという傾向は低下しない。ＰＶＤＣ層の、高温機械部品、例えば熱成形
機の加熱区域に対する好ましくない粘着傾向も観察されている。
【０００４】
　複合フィルムを巻き付けた後、ブロッキング傾向により、フィルムの隣接するラップと
の接触により引き起こされるダビングスポット(dabbing spots)が軟質ＰＶＤＣ表面上に
形成される。ＰＶＤＣ分散液被覆に通常使用されるスクリーンシリンダーまたはトリ－ヘ
リックスローラー被覆機構の場合のように、ＰＶＤＣ表面が非常に平滑である場合、包み
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込まれた空気を除去しないままでいると、取り込まれた気泡のために隣接するラップとの
接触が阻害され、光沢のある表面を有する大きな区域が形成される。これらの区域に、曇
った表面を有する区域が隣接し、これが隣接するラップと接触し、その結果、ダビングス
ポットが生じる。ダビングスポット自体は、ＰＶＤＣ被覆に技術的な欠陥を生させるわけ
でなないが、美観的な理由から許容されない場合が多い。しかし、多くの場合、ＰＶＤＣ
被覆されたフィルムは、好ましくないフィルムの変形を生じ、巻き込まれた気泡のために
二次的な欠陥を生じる場合がある。
【０００５】
　一般的に、この空気の取込効果は、空気を側方から逃がすことができる特殊な表面構造
を付けることにより、軽減される。また、ダビングスポットも、基本的に表面構造の波の
最上層部に常に現れるためフィルムの全表面を横切って一様に配分され、フィルムは、こ
の方法によってより均質な外観を呈する。
【０００６】
　そのような表面構造を特に発生させるには、被覆機械に追加の装置を使用することにな
る。構造の品質、すなわち複合材料の最上層の、粗さの高さ、外観、平均層厚を、機械の
設定により調整する必要があり、一般的に、平滑なフィルム表面と比較して、表面構造を
発生させることにより、フィルム厚が低下し、従って、生産性が低下することがある。表
面の不均質性のために、ＰＶＤＣ被覆されたフィルム上に表面構造を付けることは不利で
あり、さらに、被覆された複合材料をＰＶＤＣ側で追加の張り合わせまたは被覆工程に付
する場合は、表面構造を付けることができない場合もある。
【０００７】
　新しく被覆し、巻き付けた複合材料フィルムは、数時間または数日の間に、あまり緊密
に巻いていない部分、またはフィルムが薄い所で、若干潰れるために弛緩し、フィルム厚
さが大きいところでは緊張する。新しく被覆されたＰＶＤＣのブロック傾向により、フィ
ルムラップ間の滑り容量が不十分であり、同時に弛緩するために、フィルム表面に沿って
張力が生じ、そのために、ブロック傾向が強すぎる場合、複合フィルムが個別のフィルム
または層に壊れ、材料破壊につながることさえある。
【０００８】
　独国特許第１００６４８００Ａ１号には、微粒化されたポリエチレンワックスが開示さ
れており、この材料は、高圧条件下で、分子量調整材として脂肪族または脂環式ケトンを
使用し、エチレンの共重合により製造され、続いて微粒化される。微粒化とは、物質を１
μｍ～最大１００μｍの範囲内の粒子径に分割することを意味する。これらの物質は、粉
砕または噴霧により、所望の形態に加工されている。微粒化されたポリエチレンワックス
としては、多くの用途、例えば印刷インク用のキャリヤー、塗料、歯磨きペースト用の研
磨剤、および化粧品製剤、例えばアイシャドウ、口紅、またはブラッシャー、用の添加剤
、が公知である。
【０００９】
　独国特許第４３１６０２５Ａ１号は、粘着性顆粒(granulate)の表面を非粘着性にする
ための溶剤として好適な、平均粒子径１～３０μｍの微粒化されたポリエチレンワックス
に関する。この微粒化されたポリエチレンワックスは、顆粒の０．０１～２重量％の少量
でも、その効果を発揮する。これらの微粒化されたポリエチレンワックスは、関連するポ
リエチレン溶融物を、２段階ノズルを使用して、ガスでスプレーすることにより、製造さ
れる。
【００１０】
　欧州特許第０４０３５４２Ｂ１号には、モノマー混合物から形成される塩化ビニリデン
インターポリマーを含んでなる重合体組成物が開示されている。このモノマー混合物は、
塩化ビニリデン６０～９９重量％、および塩化ビニリデンと共重合し得る、少なくとも一
種のエチレン型不飽和コモノマー４０～１重量％を含む。塩化ビニリデンインターポリマ
ーを処方パッケージと混合するが、この処方パッケージは、その処方パッケージの総重量
に対して０．１～９５重量％の弱酸のアルカリ金属塩またはアルカリ土類金属塩、エチレ
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ン単独重合体、および少なくとも一種の可塑剤および潤滑剤を含む。この塩化ビニリデン
インターポリマーを使用し、重合体化合物のキャスティング、ブロー成形、押出成形、共
押出、張り合わせ、またはカレンダー加工により、物体を製造することができる。
【００１１】
　欧州特許第０７３６０６７Ｂ１号には、ＰＶＤＣを含むポリオレフィン混合物を安定化
させる方法、およびＰＶＤＣを含む安定化されたポリオレフィン混合物が開示されている
。このプラスチック混合物は、ポリオレフィンおよびＰＶＤＣ０．０５～２０重量％およ
び少なくとも一種の有機ホスファイトまたはホスホナイトならびに少なくとも一種の脂肪
酸の金属塩を含む。
【００１２】
　独国特許第１９８３２５００Ａ１号は、少なくとも一種のシクロオレフィン共重合体を
含むフィルム、およびそのフィルムの少なくとも片側に張り合わせた熱可塑性フィルムを
含む、熱成形可能な複合フィルムに関する。この熱成形可能なフィルムは、シクロオレフ
ィン共重合体を含むフィルムに、無溶剤単一成分接着剤により張り合わせる。熱可塑性フ
ィルムは、ＰＶＤＣを含む。このフィルムの厚さは全体で１００～５００μｍであり、Ｐ
ＶＣフィルムの厚さは５～１５０μｍであり、ＣＯＣフィルムの厚さは５０～４００μｍ
である。この熱成形可能な複合フィルムは、ＰＴＰ包装の製造に使用される。熱可塑性フ
ィルムは、ポリオレフィン、ポリアミド、ポリエステル、ポリカーボネート、ポリスチレ
ン、ポリ塩化ビニル、およびポリウレタンからも選択することができる。
【発明の開示】
【００１３】
　本発明の目的は、複合材料用、とりわけ複合フィルム用の複合フィルムの滑り特性改良
するための低静止摩擦および滑り摩擦係数を特徴とする被覆を製造すること、および被覆
すべき複合フィルムの機械における取扱、および対応する機械における仕上げを容易にす
ることである。
【００１４】
　この目的は、シート状に形成された材料用の、ポリ塩化ビニリデンを基剤とする被覆で
あって、重合体、天然物質、変性された天然物質、無機材料、またはそれらの混合物から
製造された粒子がポリ塩化ビニリデン中に含まれる、被覆により達成される。
【００１５】
　この場合の粒子密度は、０．１～２．０ｇ／ｃｍ３であり、平均粒子径は１μｍ～１０
０μｍである。
【００１６】
　この目的には、最大粒子直径はＰＶＤＣ層の厚さ以上である。
【００１７】
　本発明の一実施態様においては、粒子が、ＨＤＰＥ、ＬＤＰＥ、ＬＬＤＰＥ、ポリプロ
ピレン、ＰＶＤＣ、ＰＶＣ、ポリアミド、ポリウレタン、ポリアクリレート、ポリスチレ
ン、ポリアクリロニトリル、アクリロニトリルブタジエンスチレン（ＡＢＳ）、ポリテト
ラフルオロエチレン（ＰＴＦＥ）、合成樹脂、硬質ワックス、ならびにそれらの混合物お
よび共重合体を含んでなる群から選択される。
【００１８】
　本発明の別の態様においては、粒子が、ＨＤＰＥ、ＬＤＰＥ、ＬＬＤＰＥ、ポリプロピ
レン、ＰＶＤＣ、ＰＶＣ、ポリアミド、ポリウレタン、ポリアクリレート、ポリスチレン
、ポリアクリロニトリル、アクリロニトリルブタジエンスチレン重合物（ＡＢＳ）、ポリ
テトラフルオロエチレン（ＰＴＦＥ）、合成樹脂、硬質ワックス、ならびにそれらの混合
物および共重合体を含んでなる群から選択された重合体の一種から製造された表面被覆を
有する。
【００１９】
　本発明の別の実施態様としては、請求項７～１３に記載されている特徴に従う。
【００２０】
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　シートに形成された材料用の、ポリ塩化ビニリデンを基剤とする、そのような被覆の製
造方法は、ＰＶＤＣ分散液を用意し、その中に粒子を直接供給するか、またはその中に粒
子分散液を攪拌しながら供給することを特徴とする。この目的には、１または数種類の乳
化剤を含むか、または含まない水中に、攪拌しながら粒子粉末を加えることにより、粒子
分散液を調製する。粒子分散液には、好ましくは顔料分散剤または他の分散促進性添加剤
を加える。本方法の別の実施態様では、ＰＶＤＣおよび粒子分散液の混合物を、シートに
形成された材料の上に最上部層として塗布し、乾燥させる。
【００２１】
　特に、ＰＶＤＣ５～８０重量％を含むＰＶＤＣ分散液、および粒子１０～９５重量％を
含む粒子分散液を混合する。
【００２２】
　本方法のその他の実施態様は、請求項１９～２１に記載されている。
【００２３】
　本発明の被覆は、プラスチックフィルム、紙シート、および金属ホイルの被覆に使用さ
れる。特に、この被覆は、ＰＶＣ単層－フィルム、ＰＶＣとＰＥから製造された多層複合
材料、ＰＶＣ－ＰＥ複合フィルムと１層の金属ホイルから製造された複合材料、シクロオ
レフィン共重合体から製造された単層フィルム、ならびにシクロオレフィン共重合体とＰ
ＶＣおよび／または他の重合体から製造された複合フィルムの被覆に使用される。上記の
種類の、ＰＶＤＣで被覆した後、張り合わせおよび／またはコーティングにより改良され
た複合フィルムも使用される。全ての通常の重合体フィルム、例えばＰＥＴ、ＰＰ、ＰＥ
、アクリレート、ＡＢＳ、ＰＳ、セロハン、セルロースアセテート、ポリアミド、ポリア
クリロニトリル、ＰＣＴＦＥ、等、および上記重合体フィルムの２種類以上から製造され
たそれぞれの複合材料に、本発明の被覆を施すことができる。ＰＶＤＣフィルム、密着性
促進剤、およびキャリヤーフィルムから製造された多層複合材料、ならびにＰＶＤＣフィ
ルム、密着性促進剤、ポリエチレン、密着性促進剤、およびキャリヤーフィルムから製造
された多層複合材料のＰＶＤＣ層を被覆するための被覆が特に好ましい。ＰＶＤＣフィル
ムとは、初期の作業工程でプライマーとしてＰＶＤＣ分散液がすでに上に塗布されている
ＰＶＤＣフィルムを意味する。ＰＶＤＣ被覆されたフィルムを含む他の多層複合材料は、
ＰＶＣ／ＰＥ／ＰＶＤＣ／ＰＶＤＣ＋ＨＤＰＥ／ＰＥ／ＰＶＣ、ＰＶＣ／ＣＯＣ／ＰＶＤ
Ｃ／－ＰＶＤＣ＋ＨＤＰＥ、ＰＶＣ／ＰＶＤＣ／ＰＶＤＣ＋ＨＤＰＥ／ＰＥである。本発
明の被覆は、金属ホイルに、ならびに金属ホイルとこのように被覆された重合体フィルム
から製造された複合材料上にも塗布できる。これらの用途の全てにおいて、未変性ＰＶＤ
Ｃを含むプライマーを予め塗布せずに、本発明の被覆を使用することもできる。これらの
フィルムは、ＰＴＰ包装物の製造のような用途に使用される。
【００２４】
　重合体粒子、好ましくはＨＤＰＥ微粒化物(micronizates)、を、複合フィルムの最上部
ポリ塩化ビニリデン共重合体層中に埋め込むことにより、上記の難点が排除されるか、ま
たは大幅に軽減され、これらの複合フィルムの製造方法が簡素化され、より効率的になる
。これらの重合体粒子は、フィルムのラップ間でスペーサーとして作用し、フィルムシー
トのＰＶＤＣ表面の滑り特性を改良する。
【００２５】
　これらの粒子に好適であると考えられる、液体および粉末形態にある重合体は、特定の
ＰＶＤＣ分散液との相容性が高く、摩耗性ではなく、特にＰＶＤＣ被覆またはＰＶＤＣ被
覆が塗布されるキャリヤーまたはベースフィルムの下側より実質的に硬くない粒子である
。これらの粒子が、複合材料の他のフィルム表面より硬い場合、粒子の表面はできるだけ
平滑でなければならず、理想的には球状である。粒子は、静止摩擦および滑り摩擦係数が
できるだけ低いのが理想的である。粒子は、ＰＶＤＣ乾燥に一般的である１００℃までの
乾燥温度で、被膜形成すべきではなく、乾燥中にＰＶＤＣと「融合」すべきではない、す
なわち均質なＰＶＤＣ／粒子重合体被膜を形成すべきではない。反対に、重合体粒子は、
ＰＶＤＣ層から突出し、それによって、それらのスペーサーとしての機能を果たすべきで
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ある。さらに、粒子材料は、ＰＶＤＣ粒子層中に曇りがほとんど生じないように、屈折率
がＰＶＤＣの屈折率と類似しているべきである。粒子材料の密度は、０．１～２．０ｇ／
ｃｍ３、特に１．３０ｇ／ｃｍ３以下であり、粒子分散液の表面への移行、従って、ＰＶ
ＤＣ表面からの突き出しが促進されるように、１ｇ／ｃｍ３より小さいのが好ましい。こ
のためには、最大粒子径が被覆の厚さ以上である。過大粒子に関連する粒子含有量の不規
則性、または不均質塗布が起こらないように、粒子の平均粒子径も、塗布系と相容性を有
する必要がある。ＰＶＤＣ被覆のバリヤー効果に悪影響を及ぼさないように、粒子は、多
孔質であってはならない。バリヤー効果は、複合フィルムまたは複合材料の塗布区域でで
きるだけ高い必要がある。
【００２６】
　原則的に、粒子としては、上記の条件に完全に、または部分的に適合する全ての重合体
、例えばＨＤＰＥ、ＬＤＰＥ、ＬＬＤＰＥ、ＰＰ、ＰＶＤＣ、ＰＶＣ、ポリアミド、ポリ
ウレタン、ポリアクリレート、ポリスチレン、ポリアクリロニトリル、ＡＢＳ、ＰＴＦＥ
、硬質ワックス、合成樹脂、その他、ならびにそれらの混合物および共重合物、が考えら
れる。好適な表面被覆を有する粒子も使用できる。そのような被覆された粒子のコア材料
は、例えば上に挙げた重合体、ならびに天然物質、例えばセルロース、天然ワックス、ポ
リ（ヒドロキシアルカン酸）、セラック、変性された天然物質、例えばカゼイン誘導体お
よびカゼイン縮合物、セルロース誘導体、例えばセルロースアセテートおよびセルロース
ナイトレート、または無機物質、例えば二酸化ケイ素、ケイ酸塩、酸化アルミニウム、二
酸化チタン、である。被覆材料としては、上に挙げた重合体、または他の、対応する好適
な表面被覆、例えばシラン、シロキサン、オルモサー（有機変性されたセラミック）、セ
ラミック材料、を使用できる。
【００２７】
　純粋に無機の性質を有し、上記の特性を有する粒子、例えば二酸化ケイ素、ケイ酸塩、
酸化アルミニウム、二酸化チタン、も使用できる。
【００２８】
　粒子が重合体に由来する場合、それらの粒子は、重合、重縮合、重付加、重合体類似体
または予備加工された重合体の混合物により製造することができる。粒子形態および分割
は、通常、重合の際に直接、すなわち懸濁または乳化重合により、または後の段階での機
械的な分割および／またはキャリヤー液体中での懸濁および安定化により、行うことがで
きる。無機粒子は、例えば天然物質から粉砕するか、または合成により製造することがで
きる。これらの粒子は、表面被覆を施すことができる。
【００２９】
　粒子を使用する場合、乾燥被覆の粒子比率は、通常、０．１重量％～１０重量％である
。ＨＤＰＥ微粒化物の形態にある粒子では、例えば乾燥被覆の約０．２～２乾燥重量％の
微粒化物が特に効果的であることが立証されている。
【００３０】
　そのような、粒子を含むＰＶＤＣ被覆を製造するには、シートに形成された材料に塗布
する前に、ＰＶＤＣ分散液を攪拌しながら対応する量の粒子懸濁液または分散液と、該懸
濁液または分散液がＰＶＤＣ分散液と均質に混合されるまで、混合する。この目的には、
市販の非せん断攪拌機、たとえばプロペラ攪拌機、を使用する。続いて、被覆すべき材料
上にＰＶＤＣ被覆を施すための塗布工具を使用して混合物を塗布し、乾燥させる。粒子径
が正しく選択され、ＰＶＤＣ分散液との相容性が得られれば、被覆および／または乾燥挙
動に関して、未変性ＰＶＤＣ分散液に対する差は確認できない。完成した、被覆された材
料には、下記のような実質的な処理および製品上の利点がある。
　１．被覆された材料表面の静止摩擦および滑り摩擦は、特に新しく被覆された状態で、
未変性ＰＶＤＣ被覆よりもかなり少ない。
　２．新しく被覆された材料のブロッキング傾向は、ＰＶＤＣ表面が構造化されていない
が、明らかに低下している。これに関して、「構造化されていない」とは、表面から粒子
が突き出ているが、その表面は、波の谷や山を形成しないことを意味する。
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　３．フィルムロール上で隣接するフィルムラップの裏側における痕跡により引き起こさ
れるブロック点形成が大幅に低下するか、または完全に無くなる。
　４．表面構造化が無いにも関わらず、粒子のスペーサー効果により、空気がフィルムま
たは材料のリールから逃げることができる。空気が取り込まれると、フィルムまたは材料
の変形を引き起こし、新しいＰＶＤＣのブロッキング傾向のために、フィルムの不規則な
つや消し表面を生じることがある。
　５．ＰＶＤＣ表面の静止摩擦が低下するために、新しく被覆されたロール材料の弛緩移
動により引き起こされる、材料表面に対して平行に作用するせん断力を、隣接するフィル
ムラップに面したＰＶＤＣ表面の滑りにより、より効果的に減少させることができる。こ
れによって、ＰＶＤＣ層とベースキャリヤーとの間のせん断力により、滑りの悪いＰＶＤ
Ｃ表面に対してもたらされる材料の破壊が防止される。
　６．平らなフィルムからブリスターを製造するのに使用される熱成形機械の機械部品に
対する、ＰＶＤＣ被覆された平らなフィルムの摩擦抵抗が低下する。これにより、過剰の
シート張力により引き起こされるフィルムの圧搾が低下するか、または完全に排除される
。
　７．錠剤またはカプセル形態にある包装製品の充填は、静止摩擦および滑り摩擦係数が
大きく低下しているので、錠剤やカプセルがブリスターキャビティ中に、より効率的に滑
り込むことができるので、大幅に改善される。特に、ゼラチンカプセルは、未変性ＰＶＤ
Ｃを使用した場合、キャビティ中に滑り込まず、キャビティ中で直立するか、またはキャ
ビティから飛び出す傾向さえある。このために、充填区域のすぐ下流にある密封区域で、
潰れた包装製品が粘着し、その結果、長い清掃手順が必要になる。
　８．さらに、機械の末端で、表面を構造化するための追加の装置および特殊な作業工程
の必要がないことは有利である。表面特徴は、組成にのみ依存するので、安全に適用でき
、容易に再現することができる。
　９．この被覆により、構造化された表面よりも美観的に、より魅力的な、平滑で、平坦
な表面が得られる。
　１０．平坦な表面により、構造化された表面よりも、最上部ＰＶＤＣ層の層体積をより
大きく設定することができるが、これは、構造化された層で乾燥可能な最大層厚は、構造
の最高点、すなわち波頭のピークにより予め決定されるのに対し、平らな表面では、乾燥
可能な層厚は、構造化可能な層の乾燥可能な層厚と等しく大きいが、これと対照的に、波
の谷部分が無く、均質に一定した層厚を有するためである。
【００３１】
　このように変性した表面は、被覆されたフィルムの裏側に対して、および成形工具のキ
ャビティに対して、非常に容易に滑ることが立証されていることも有利である。これによ
って、一方で、明らかに少ない抵抗／エネルギー消費で、充填していない、完全に形成さ
れたキャビティが、例えば切り取ったブリスターフォーマット片の形態で噛み合っている
ブリスターフィルムを取り外す可能性、または他方、新しく形成されたブリスターカップ
を、変性されたＰＶＤＣ側をブリスターカップの外側に使用するという条件下で、深絞り
工具から取り出すこともできるだろう。第一の場合、より迅速に取り外すことができ、従
って、生産性を向上させることができ、第二の場合、ブリスター機械を中断せずに稼働さ
せることができ、従って、吐出量を増加することができる。
【００３２】
　図面を参照しながら、本発明をより詳細に説明する。
【００３３】
　図１に示す複合フィルムの断面は、キャリヤーまたはベースフィルム４、密着促進剤３
、およびＰＶＤＣフィルム２を含む。密着促進剤３は、ＰＶＤＣフィルム２をキャリヤー
フィルム４に張り合わせている。ＰＶＤＣフィルム２の上側にＰＶＤＣ被覆７が施してあ
り、このＰＶＤＣ被覆は、構造化された表面５を有するので、ＰＶＤＣ被覆の層厚が複合
フィルム６の幅を横切って不均質であり、波の頂上および谷を含む。
【００３４】
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　図２に示す複合フィルムの断面は、キャリヤーまたはベースフィルム１１、密着促進剤
１０、ＰＶＤＣフィルム９、およびＰＶＤＣから製造された被覆８からなり、被覆８の中
にＨＤＰＥから製造された粒子１２が埋め込まれている。粒子１２は、様々な粒子径を有
し、平均粒子径は６～８μｍであり、ＨＤＰＥ分散に好適であり、これによって、被覆厚
が６μｍまでになる。最大粒子径は約１２μｍである。
【００３５】
　層厚１２μｍに対しては、平均粒子径１２～１３μｍである。最大粒子は、大きさが約
１７μｍである。被覆８の平らな表面１３から多くの粒子径１２が突き出ており、巻き付
けた複合フィルム１の隣接するラップ間のスペーサーとして作用する。
【００３６】
　ＰＶＤＣ分散液とＨＤＰＥ分散液の混合物
　以下に記載する例の目的は、本発明をより詳細に説明するためであり、請求項に規定す
る本発明の保護範囲を制限するものではない。それぞれの場合、ＰＶＤＣ分散液からなる
塗料１０００リットルを、市販の、または新しく調製したＨＤＰＥ分散液と混合する。Ｐ
ＶＤＣ分散液は、ＰＶＤＣ分散液の総重量に対してＰＶＤＣ５５重量％の比率を有し、密
度が１．２９ｇ／ｃｍ３である。ＨＤＰＥ分散液では、ＨＤＰＥ部分が、ＨＤＰＥ分散液
の総重量に対して６５重量％であり、密度が０．９６ｇ／ｃｍ３である。
【実施例】
【００３７】
　所望量のＰＶＤＣ分散液を１０００リットル容量の容器に入れ、均質に攪拌する。ＰＶ
ＤＣ分散液を攪拌しながら、計算量のＨＤＰＥ分散液を、発泡しないように、細い流れで
加え、混合物をさらに５～１０分間攪拌する。使用するＨＤＰＥ分散液は、既成の市販さ
れている分散液、またはＨＤＰＥ粉末を、１または数種類の乳化剤、顔料分散剤、または
他の分散添加剤、陰イオン系界面活性剤を加えて、または加えずに、水に攪拌しながら加
えることにより、新しく調製した分散液でよい。ＨＤＰＥ粉末をＰＶＤＣ分散液中に直接
加えることも可能であるが、その際、不均質な被覆厚を生じることがある塊の形成を阻止
するように、特別な注意を払う必要がある。
【００３８】
　実施例１
　ＨＤＰＥ分散液の部分は、被覆の総体積（リットル）の１体積％であった。乾燥させた
フィルムのＰＶＤＣおよびＨＤＰＥの関連する部分χは、下記のように計算した。
【数１】

【００３９】
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【表１】

【００４０】
　実施例２
　ＨＤＰＥ分散液の部分は、被覆の総体積（リットル）の２体積％であった。
【００４１】

【表２】

【００４２】
　以下に、図１に示すような一般的に公知の、純粋なＰＶＤＣ被覆を含む複合フィルムの
測定した静止摩擦および滑り摩擦係数を、実施例１および２によるフィルムの測定値と並
置する。摩擦力は、硬質ゼラチンで被覆したアルミニウム製の試験プローブで測定する。
【００４３】
　測定条件は下記の通りである。
　試験プローブ速度　　　　　　　５ｍｍ／分
　試験プローブの質量　　　　　　２００ｇ
　材料　　　　　　　　　　　　　アルミニウム、陽極酸化
　試験プローブ上の被覆　　　　　硬質ゼラチン
　空気湿度　　　　　　　　　　　５０％ＲＨ
　方法　　　　　　　　　　　　　ＡＳＴＭＤ１８９４に類似
　３種類のフィルムの
　ＰＶＤＣ被覆の製造後日数　　　１０日
【００４４】
【表３】

【００４５】
　本発明の被覆中にあるＨＤＰＥ部分に対する静止摩擦係数の強い間接的依存性が見られ
る。ＨＤＰＥ部分が増加するにつれて、静止摩擦係数が低下する。式：（（ＨＲＫＯＰ－
ＨＲＫＰ）／ＨＲＫＯＰ）×１００％（式中、ＨＲＫＯＰは、ＰＶＤＣ被覆中に粒子を含
まないＰＶＤＣで被覆した複合フィルムの静止摩擦係数であり、ＨＲＫＰは、ＰＶＤＣ被
覆中に粒子を含むＰＶＤＣで被覆した複合フィルムの静止摩擦係数である。）から、ＨＤ
ＰＥ部分が１体積％および２体積％で、静止摩擦係数ＨＲＫＰは６１％および７２％低下
している。
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【００４６】
　複合フィルムの処理
　処理の際、粒子を含まないＰＶＤＣ被覆と比較して、下記の利点が達成された。
　１．ＰＶＤＣ被覆を含むＰＶＤＣ被覆された複合フィルムを外側から加工した時、ブリ
スターを深絞りからより容易に取り出せる。
　２．機械部品に対する摩擦抵抗が低いために、フィルムシートの圧搾が少ない。
　３．複合フィルムから製造されたブリスターパック（ＰＶＤＣ側を充填製品に向けた）
中へのゼラチンカプセルの充填特性が優れている。
　４．複合フィルムが高温機械部品に急速に粘着する傾向が少ない。
【図面の簡単な説明】
【００４７】
【図１】ＰＶＤＣフィルム／キャリヤーフィルムと構造化されたＰＶＤＣ表面からなる複
合フィルムの通常のＰＶＤＣ被覆の断面を図式的に示す図である。
【図２】本発明の、ＰＶＤＣフィルム／キャリヤーフィルムから製造された複合フィルム
上にある、粒子と混合されたＰＶＤＣからなる被覆の断面を図式的に示す図である。

【図１】

【図２】
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